
本
稿
で
は
、
教
導
職
が
活
動
し
て
い
た
時
期
（
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
～
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
）
に
お
け
る
神
社
の
活
動

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
明
治
初
期
よ
り
始
め
ら
れ
る
神
道
国
教
化
の
動
き
の
中
で
設
け
ら
れ
た
教
導
職
期
に
お

け
る
神
社
の
活
動
は
、
各
地
域
で
行
わ
れ
た
「
三
条
の
教
則
」
（
敬
神
愛
国
・
天
理
人
道
・
皇
上
奉
戴
）
に
基
づ
く
説
教
活
動
や
、
教

化
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
各
神
社
で
の
教
会
講
社
の
結
成
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
教
会
講
社
の
結
成
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神

社
の
信
者
組
織
を
作
る
こ
と
に
あ
り
、
教
化
活
動
に
は
神
社
に
と
っ
て
信
者
の
基
盤
形
成
や
神
社
の
勢
力
拡
大
が
一
つ
の
目
的
と
し
て

（
１
）

あ
っ
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
組
織
の
結
成
や
拡
大
の
よ
り
具
体
的
な
過
程
や
、
主
体
と
な
る
人
物
達
（
教
導
職
）
の

活
動
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
見
た
場
合
、
大
社
（
出
雲
・
伊
勢
）
な
ど
の
活
動
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
大
社
以
下
の
神
社
を
含
む
重
層
的
な
活
動
実
態
の
検
討
が
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
様
な
教
導
職
期
に
お
け
る
神
社
の
活
動
に
対
す
る
評
価
が
あ
る
一
方
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
以
降
、
神
社
は
「
国
家
ノ
宗

祀
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
明
治
初
年
の
世
襲
制
廃
止
や
社
寺
領
上
知
な
ど
に
始
ま
る
そ
の
後
の
神
社
政
策
に
よ
っ
て
、
宗
教
活
動
や
経

教
導
職
期
に
お
け
る
神
社
の
活
動
ｌ
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社
の
活
動
を
中
心
に
１

は
じ
め
に

徳
永
暁
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ま
た
、
神
社
の
成
立
や
存
続
は
元
来
、
「
神
社
は
神
を
祀
る
「
場
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
社
に
お
け
る
神
祭
は
、
あ
る
個
人
の
行

為
の
み
で
は
成
立
せ
ず
、
複
数
の
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
（
中
略
）
そ
の
行
為
の
最
も
基
本
的
な
こ
と
は
、
神
社

に
実
際
に
詣
で
て
（
参
っ
て
）
、
祭
り
・
儀
礼
を
行
う
こ
と
、
参
拝
を
す
る
こ
と
」
に
あ
る
と
さ
れ
、
神
社
へ
の
参
拝
者
・
参
詣
者
の

（
３
）

存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神
社
へ
の
信
仰
と
い
う
点
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
特
に
、
先
述
し
た
様
な
神
社
の

活
動
が
制
限
さ
れ
る
状
況
下
に
お
い
て
は
、
各
神
社
で
も
重
要
視
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
教
導

職
期
の
神
社
の
活
動
を
追
う
な
か
で
、
神
社
へ
の
信
仰
と
い
う
問
題
を
分
析
対
象
軸
の
一
つ
に
加
え
た
い
。

対
象
と
す
る
神
社
は
、
埼
玉
県
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
に
在
す
る
神
社
と
し
、
教
導
職
期
に
お
け
る
活
動
を
通
じ
て
、
大
社
と
郷
村

社
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
教
導
職
期
の
神
社
の
活
動
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。

（
２
）

指
摘
さ
れ
て
い
る
。

済
面
に
お
い
て
制
限
が
加
え
ら
れ
、
国
家
に
よ
る
神
社
の
保
護
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
、
国
家
に
よ
る
神
社
保
護
の
希
薄
性
が
“

あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
ら
双
方
の
神
社
に
対
す
る
評
価
を
並
べ
た
時
、
国
家
の
保
護
が
不
充
分
で
あ
っ
た
神
社
が
、
ど
の
様
に
神
社
を
存
続
さ
せ
、
国

民
教
化
活
動
に
力
を
注
い
だ
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
上
す
る
。
よ
っ
て
、
神
社
政
策
に
よ
る
制
限
下
で
の
活
動
実
態
の
分
析
が
必
要
で

大
宮
氷
川
神
社
を
中
心
と
し
た
教
導
職
期
の
活
動
を
見
る
前
に
、
本
節
で
は
ま
ず
、
近
世
と
近
代
以
降
の
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
信
仰

の
状
況
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
大
宮
氷
川
神
社
信
仰
の
概
要
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【表①】武蔵国における氷川神社の郡別分布数 H召

（
４
）

近
世
期
の
大
宮
氷
川
神
社
は
、
武
蔵
国
一
宮
の
社
格
を
有
し
、
幕
府
よ
り
三
○
○
石
の
社
領
を
受
け
る
。
ま
た
、

に
し
つ
の
い
ひ
お
う
じ

お
お
な
む
ら
ひ
が
し
つ
の
い

宮
、
祭
神
”
素
斐
鳴
尊
）
、
西
角
井
（
簸
王
子
宮
、
祭
神
“
大
己
貴
）
、
東
角
井
（
女
体
宮
、
祭
神
“
奇
稲
田
姫
命
）

年
番
神
主
制
と
別
当
観
音
寺
に
よ
る
運
営
が
な
さ
れ
て
い
た
。

（
５
）

（
一
）
近
世
期
に
お
け
る
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
信
仰

近
世
期
の
大
宮
氷
川
神
社
に
お
い
て
は
、
「
氷
川
講
」
と
い
う
大
宮
氷
川
神
社
を
参
詣
す
る
事
を
目
的
と
し
た
、
五
穀
豊
穣
・
雨
乞

照
乞
な
ど
の
祈
願
を
し
て
、
太
々
神
楽
を
奉
納
す
る
講
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
「
氷
川
講
」
の
分
布
は
荒
川
水
系
を
中
心
に
分
布
し
一

』
奉
納
す
る
講
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
「
氷
川
講
」
の
分
布
は
荒
川
水
系
を
中
心
に
分
布
し
て

い
た
と
さ
れ
、
武
蔵
国
一
帯
に
村
の
鎮
守
・
産
土
神
と
し
て
点
在
し
て
い
た
「
氷
川

社
」
を
信
仰
圏
の
基
盤
と
し
て
い
た
（
表
①
参
照
）
。
講
の
組
織
化
に
つ
い
て
は
、
伊

勢
神
宮
な
ど
の
よ
う
な
「
御
師
」
の
働
き
か
け
に
よ
る
結
成
で
は
な
く
、
大
宮
氷
川
神

社
の
神
主
家
や
社
人
に
よ
っ
て
、
勧
化
・
組
織
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
氷
川
講
の
成
立
と
し
て
、
そ
の
初
期
に
は
氷
川
社
が
祀
ら
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
、

そ
の
氏
神
、
あ
る
い
は
産
土
神
と
し
て
の
氷
川
社
の
信
仰
を
中
核
に
講
が
つ
く
ら
れ
て

“
い
て
、
そ
の
集
団
か
ら
総
鎮
守
で
あ
る
大
宮
氷
川
神
社
に
参
詣
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

り

（
６
）

軸
な
っ
た
。
」
と
し
て
、
武
蔵
国
一
帯
に
、
地
縁
的
に
な
広
が
り
を
持
つ
信
仰
圏
が
存
在

巻鋸
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
大
宮
氷
川
神
社
の
信
仰
は
「
東

極
照
宮
様
厚
ク
御
由
緒
有
之
御
朱
印
被
下
、
当
国
最
初
之
御
祈
願
所
、
御
在
国
第
一
ノ
御

宮吠
宮
二
而
、
御
府
内
始
国
中
氏
子
な
れ
ば
、
日
々
再
拝
各
第
一
二
尊
験
可
致
御
宮
、
よ
っ

岩
井
家
（
男
体

の
三
家
に
よ
る

6う

郡名 分布数 郡名 分布数

豊島郡 12 比企郡 28

葛飾郡 2 横見郡 8

多摩郡 17 埼玉郡 8

荏原郡
毎
Ｊ
〃 大里郡 2

新座郡 14 男衾郡 2

足立郡 142 幡羅郡 1

入間郡

高麗郡

37

1
計 281



（
７
）

て
近
来
別
而
年
増
太
々
講
御
加
入
数
多
出
来
参
詣
群
衆
之
社
頭
磐
栄
」
と
、
家
康
の
信
仰
も
受
け
武
蔵
国
一
宮
で
あ
る
と
い
う
由
緒
を

以
て
、
氷
川
神
社
信
仰
の
繁
栄
を
築
い
て
き
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
８
）

（
二
）
明
治
初
年
に
お
け
る
氷
川
神
社
へ
の
信
仰

明
治
に
入
る
と
、
一
八
六
七
（
明
治
元
）
年
に
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
天
皇
行
幸
に
伴
っ
て
、
大
宮
氷
川
神
社
は
勅
祭
社
と
な
り
、
近

世
期
に
は
同
格
で
あ
っ
た
三
社
（
男
体
宮
・
女
体
宮
・
簸
王
子
宮
）
の
内
、
男
体
宮
の
み
が
本
社
、
他
二
社
は
摂
社
と
な
る
（
主
祭
神

は
素
芙
鳴
尊
の
み
と
な
る
）
。
ま
た
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
は
神
主
の
世
襲
制
が
廃
止
さ
れ
、
神
主
に
代
わ
る
役
職
の
大
宮
司

か
た
の
と
き
つ
む

に
精
選
補
任
さ
れ
た
交
野
時
万
が
就
任
し
、
祢
宜
職
に
は
旧
神
主
家
の
東
角
井
・
西
角
井
家
が
就
任
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
同
年

に
は
社
格
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
大
宮
氷
川
神
社
は
伊
勢
神
宮
に
次
ぐ
官
幣
大
社
に
列
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
け
る
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
信
仰
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
次
の
史
料
よ
り
見
て
み
た

い
0

（
９
）

【
史
料
二

（
筆
者
註
ｌ
明
治
四
年
三
月
）
十
五
日

永
代
太
々
講
中
当
年
ハ
至
て
少
二
て
去
年
よ
り
も
集
金
も
少
々
ナ
リ

（
㈹
）

【
史
料
三

（
筆
者
註
ｌ
明
治
五
年
六
月
）
十
五
日

御
宮
勤
今
朝
出
勤
一
同
無
之
、
但
祭
礼
（
報
告
者
註
‐
橋
上
祭
）
二
付
追
々
門
人
等
参
候
得
共
、
其
外
一
切
不
参
、
門
人
も
五
六
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【
史
料
二
か
ら
【
史
料
三
一
は
、
大
宮
氷
川
神
社
の
旧
神
主
家
の
東
角
井
家
が
書
き
残
し
た
、
「
年
中
諸
用
日
記
」
（
以
下
「
日
記
」

と
略
す
）
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
大
宮
氷
川
神
社
で
行
わ
れ
て
い
た
大
祭
と
さ
れ
る
橋
上
祭
や
太
々
神
楽
祭
が
行
わ
れ
て
い
た
時
期
の

記
事
で
あ
り
、
大
祭
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
祭
礼
に
、
地
域
の
人
々
が
集
ま
っ
て
い
な
い
状
況
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
神

主
の
世
襲
制
の
廃
止
と
、
そ
れ
に
替
わ
る
精
選
補
任
に
よ
る
大
宮
司
の
着
任
と
い
う
新
た
な
神
社
内
部
の
変
動
に
よ
り
、
近
世
期
ま
で

（
吃
）

行
わ
れ
て
い
た
旧
来
の
神
主
家
に
よ
る
祭
礼
の
統
括
・
執
行
権
が
失
わ
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
要
因
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明

治
初
期
に
お
い
て
は
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
信
仰
が
、
衰
退
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
一
）
明
治
初
年
の
神
社
制
度

本
節
で
は
、
明
治
初
年
の
神
社
政
策
に
よ
る
大
宮
氷
川
神
社
と
そ
れ
以
下
郷
村
社
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
と
、
そ
の
政
策
に
対
す
る

二
明
治
初
年
の
神
社
政
策
と
大
宮
氷
川
神
社
に
よ
る
周
辺
神
社
と
の
運
営
策

（
Ⅲ
）

【
史
料
三

（
筆
者
註
ｌ
明
治
六
年
三
月
）
十
五
日

永
代
太
々
御
神
楽
（
報
告
者
註
‐
太
々
神
楽
祭
）
神
楽
殿
ニ
テ
執
行
（
中
略
）
当
日
太
々
講
中
一
向
に
参
り
不
申
凡
ソ
廿
四
五

１
人
参
り

人
ナ
リ
当
年
ハ
小
麦
之
初
穂
当
家
へ
一
向
二
持
参
無
之
候
間
、
客
人
も
一
切
参
不
申
尤
官
邸
へ
信
心
之
者
少
々
シ
、
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大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社
に
よ
る
運
営
策
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
神
社
の
主
な
諸
経
費
に
は
神
社
の
営
繕
費
、
祭
典

費
、
神
職
の
給
与
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
関
わ
る
明
治
初
年
の
諸
制
度
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

（
咽
）

【
史
料
四
｝

（
Ｍ
）

【
史
料
五
】

国
幣
社
及
府
県
郷
社
造
営
修
繕
官
費
ヲ
廃
ス

官
国
幣
社
規
則
辛
皮
五
月
十
四
日
相
達
置
候
処
、
国
幣
社
造
営
修
繕
ノ
儀
ハ
自
今
一
切
官
費
ニ
ハ
難
相
立
候
条
此
旨
更
二
相
達
候

・
官
社
以
下
諸
社
の
営
繕

事 （
前
略
）

一
、
官
国
幣
社
ノ
外
社
領
公
収
ノ
諸
社
営
繕
社
用
ノ
入
費
等
適
宜
ノ
所
置
取
調
ノ
上
伺
出
可
シ

（
後
略
）

一
、
官
幣
社
式
年
ノ
造
営
年
分
ノ
営
繕
祭
典
公
事
ノ
入
費
等
一
切
大
蔵
省
下
行
タ
ル
ベ
シ

ー
、
国
幣
社
祈
年
ノ
幣
帛
官
祭
ノ
仕
度
等
凡
テ
公
事
ノ
入
費
ヨ
リ
出
ベ
シ

ー
、
同
上
式
年
ノ
造
営
年
分
ノ
営
繕
等
ハ
公
癬
入
費
之
外
タ
ル
ベ
シ
、
尤
地
方
ノ
見
込
二
任
セ
或
者
従
来
ノ
処
分
二
任
ス
モ
ァ
ル

官
社
以
下
定
額
及
神
官
職
員
規
則

ベ
、
ン
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ま
ず
、
神
社
の
経
済
面
に
関
す
る
布
告
は
、
【
史
料
里
に
あ
げ
た
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
五
月
十
四
の
「
官
社
以
下
定
額
及
神

官
職
員
規
則
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
が
、
祭
典
・
営
繕
費
に
つ
い
て
は
官
幣
社
は
「
大
蔵
省
下
行
」
と
国
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
国

幣
社
以
下
府
県
郷
村
社
に
つ
い
て
は
、
各
県
の
地
方
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
事
が
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
二
年
後
の
【
史
料
五
一

（
鴫
）

一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
五
月
十
五
日
の
太
政
官
布
告
に
よ
り
、
国
幣
社
以
下
府
県
郷
村
社
の
地
方
費
支
給
は
廃
止
さ
れ
る
。
次
に
神

職
の
給
与
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。

（
Ｗ
）

【
史
料
七
】

郷
村
社
祠
官
祠
掌
給
料
民
費
課
出
ヲ
廃
ス

壬
申
第
五
十
八
号
布
告
ノ
通
、
各
地
方
郷
村
社
祠
官
祠
掌
給
料
ノ
儀
ハ
、
是
迄
民
費
課
出
ノ
規
則
二
候
処
、
自
今
相
廃
止
シ
候

（
随
一

【
史
料
六
一

・
神
職
の
給
与

但
府
県
郷
社
モ
可
為
同
様
事

条
、
人
民
ノ
信
仰
二
任
セ
適
宜
給
与
為
致
可
申
此
段
相
達
候
事

官
社
以
下
神
官
給
禄
制
定

官
社
以
下
府
県
社
郷
社
二
至
迄
神
官
給
禄
ノ
定
額
別
紙
ノ
通
り
相
定
メ
、
郷
村
社
ノ
儀
ハ
官
幣
国
幣
府
県
社
ト
違
上
民
費
ヲ
以
テ

課
出
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神
職
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
【
史
料
六
】
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
二
月
の
「
官
社
以
下
神
官
給
禄
制
定
」
に
よ
っ
て
、
官
社
以
下

府
県
社
神
職
に
つ
い
て
は
、
国
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
、
郷
村
社
の
神
職
で
あ
る
祠
官
・
祠
掌
に
つ
い
て
は
民
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
事

が
定
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
【
史
料
七
】
で
挙
げ
た
様
に
翌
年
二
月
に
は
郷
村
社
祠
官
・
祠
掌
の
給
与
に
つ
い
て
民
費
支
給
が
廃
止
さ

れ
、
加
え
て
、
府
県
社
神
職
に
つ
い
て
も
同
様
に
【
史
料
八
】
同
年
七
月
に
は
廃
止
さ
れ
る
。
傍
線
部
に
示
し
た
と
お
り
、
以
後
府
県

郷
村
社
の
給
与
は
「
人
民
ノ
信
仰
」
と
あ
る
に
、
神
社
へ
の
祈
祷
料
や
初
穂
料
の
如
何
に
よ
っ
て
給
与
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
大
宮
氷
川
神
社
の
よ
う
な
官
幣
社
以
外
の
神
社
は
営
繕
費
・
神
職
の
給
与
と
も
に
、
「
人
民
ノ
信
仰
」
如
何
で

左
右
さ
れ
る
状
況
下
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
つ
ま
り
、
信
仰
如
何
で
神
社
自
体
の
存
在
が
問
題
と
な
る
状
況
下
で
も
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
様
な
政
策
が
出
さ
れ
た
後
に
、
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社
の
神
職
ら
に
よ
っ
て
、
神
社
の
運
営
策
に
つ
い

て
の
取
り
決
め
が
も
た
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
鵬
〉

【
史
料
八
】

（
旧
）

【
史
料
九
一神

官
掌
心
得
書

府
県
社
神
官
ノ
月
給
ヲ
廃
ス

府
県
社
神
官
ノ
月
給
ヲ
廃
止
シ
、

一
、
郷
社
祭
日
等
区
内
之
祠
掌
一
同
奉
務
之
事

自
今
郷
村
社
同
様
人
民
ノ
信
仰
ノ
帰
依
二
任
セ
給
与
可
為
致
、
此
旨
布
告
候
事
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教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に－

分
ハ
祠
官
掌
並
出
仕
共
月
給
等
差
之
振
合
ヲ
以
分
配
可
致
事

一
、
諸
廻
達
ハ
総
而
数
通
分
認
メ
、
郵
便
ヲ
以
テ
各
区
祠
官
へ
逓
達
之
事

但
、
入
費
ハ
神
入
ヨ
リ
算
計
祠
官
祠
掌
ヨ
リ
取
扱
可
差
出

五
里
以
上
往
復
一
泊
之
分
但
、
日
当
廿
五
銭

一一

、 、一
、
札
守
玉
串
等
製
造
之
事

但
、
郷
社
ハ
勿
論
村
社
平
社
共
、
札
守
玉
串
虫
封
等
之
社
印
板
木
共
一
切
祠
官
之
進
退
た
る
へ
き
事

附
、
祠
掌
二
而
札
守
製
造
有
之
上
者
祠
官
検
査
シ
社
印
ヲ
押
ス
ヘ
キ
事

一
、
守
札
紙
ハ
一
般
程
村
紙
を
可
相
用
事

一
、
霊
位
墓
誌
認
方
当
人
在
官
中
死
亡
二
候
ハ
、
、
官
可
相
認
事

但
、
位
階
有
之
候
ハ
、
本
文
同
断

一
、
仏
葬
跡
祓
之
儀
、
氏
子
よ
り
申
出
候
ハ
、
賢
木
之
枝
へ
垂
ヲ
付
、
渡
す
へ
き
事

但
、
参
務
懇
願
候
共
忌
憧
る
へ
き
事

一
、
各
区
郷
社
村
並
平
社
共
氏
子
有
之
社
之
営
繕
筋
、
奉
納
物
者
置
而
不
論
、
其
他
四
時
之
初
穂
、
臨
時
守
札
或
ハ
祈
祷
等
之
社

村
社
並
氏
神
社
祭
日
ヲ
除
ク
之
外
、
月
次
神
務
ハ
一
ヶ
月
上
旬
之
中
一
度
事
務
可
致
事

但
、
平
社
ハ
同
社
よ
り
遙
拝
す
べ
し
、
祭
日
者
此
限
二
あ
ら
ず

但
、
交
代
毎
日
一
人
宛
郷
社
へ
相
詰
神
務
可
取
扱
事

神
事
式
之
儀
、
総
而
官
幣
神
社
二
相
倣
上
一
定
神
務
可
致
事

入
二
属
ス
ル
物
ハ
、

諸
入
費
ヲ
逓
減
シ
、
残
高
金
分
之
壱
割
ヲ
以
テ
其
区
内
神
社
常
備
ト
シ
テ
郷
社
社
務
所
へ
積
置
、
残
九
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【
史
料
九
】
の
「
神
官
掌
心
得
書
」
は
【
史
料
七
】
の
郷
村
社
祠
官
・
祠
掌
の
給
与
廃
止
か
ら
三
ヶ
月
に
結
ば
れ
て
お
り
、
そ
の
取

り
決
め
内
容
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
一
つ
目
は
、
郷
村
社
の
神
事
等
の
神
務
と
い
っ
た
、
神
社
運
営
を
各
地
域
の
祠
掌
ら
に
よ
っ
て
運

営
す
る
こ
と
。
次
に
、
各
神
社
の
祭
礼
日
以
外
に
も
毎
月
上
旬
に
は
月
次
と
し
て
神
務
を
行
う
こ
と
。
そ
し
て
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の

が
郷
村
社
の
営
繕
費
や
給
与
配
分
に
つ
い
て
で
あ
る
。
収
入
源
は
神
社
へ
の
初
穂
料
や
祈
祷
料
、
守
札
な
ど
を
主
と
し
て
、
収
入
の
一

割
を
神
社
の
備
蓄
費
と
し
て
、
残
り
の
九
割
を
祠
官
・
祠
掌
の
給
与
と
し
て
設
け
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
人
民
ノ
信
仰
」
や
「
人
民

ノ
帰
依
」
に
よ
っ
て
、
神
社
の
運
営
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
郷
村
社
の
維
持
運
営
対
策
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
取
り
決
め
を
行
っ
た
人
物
た
ち
に
も
注
目
で
き
、
郷
村
社
の
祠
官
・
祠
掌
た
ち
の
ほ
か
「
武
笠
幸
息
」
や
「
西
角
井
正
こ

右
者
仲
間
一
統
評
議
之
上
決
定
候
也

日
帰
り
之
分

一
、
等
差
二

右
、
祠
官
祠

等
差
二

一
、
七
十
五
銭

″

一
、
六
十
五
銭

明
治
六
年
第
五
月
十
四
日

寄
り
日
当
ヲ
賜
ル

祠
官
祠
掌
公
務
二
掛
り
、
本
県
又
ハ
仲
間
寄
合
等
二
而
社
務
出
在
等
ハ
、
祠
官
祠
掌
割
合
出
納
可
致
事

祠 祠
官但官
並 、 出
三日在
等当
出廿
仕銭
出
在

仲
田
寛

武
笠
幸
美

（
虫
損
）

網
野
長
雄
青
柳
恒
藤
岡
口
右
衛
門
岡
村
覚
太
郎

武
笠
幸
息
西
角
井
正
一
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（
釦
）

と
い
っ
た
、
大
宮
氷
川
神
社
の
神
官
達
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
取
り
決
め
の
最
後
の
文
に
「
仲
間
一
統
」
と
あ
る
よ
う
に
、

官
幣
社
の
神
官
か
ら
そ
れ
以
下
の
郷
村
社
祠
官
・
祠
掌
達
が
協
同
し
て
、
神
社
の
運
営
策
を
考
え
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
取
り
決
め
結

前
節
と
本
節
で
は
、
教
導
職
活
動
に
入
る
以
前
の
大
宮
氷
川
神
社
と
そ
れ
以
下
の
府
県
郷
村
社
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
確

認
し
て
み
た
。
大
宮
氷
川
神
社
で
は
、
明
治
初
年
の
神
社
内
部
の
組
織
変
化
に
よ
り
、
祭
礼
へ
の
参
加
者
・
参
詣
者
へ
の
減
少
が
見
ら

れ
、
一
方
の
郷
村
社
に
お
い
て
も
明
治
初
年
の
神
社
制
度
に
よ
り
、
「
人
民
ノ
信
仰
」
如
何
で
神
社
自
体
の
存
在
が
左
右
さ
れ
る
状
況

に
あ
っ
た
。
大
宮
氷
川
神
社
は
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
以
降
、
官
幣
大
社
と
な
る
た
め
、
営
繕
費
・
祭
礼
費
等
の
神
社
入
費
に
つ
い

て
は
一
切
国
費
で
賄
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
郷
村
社
に
比
べ
て
神
社
自
体
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
訳
で
は
な
い
。
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
【
史
料
九
】
の
よ
う
な
取
り
決
め
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
神
社
の
存
在
が
地
域
の
信
仰
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
自
覚
・
意
識
し
て
い
る
あ
ら
わ
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
官
幣
社
や
郷
村
社
な
ど
待
遇
は
違
う
に
し
て
も
、
同

じ
神
社
人
と
し
て
ま
さ
し
く
「
仲
間
一
統
」
と
し
て
連
携
し
て
神
社
運
営
を
図
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
大
宮
氷
川
神
社
か
ら
各
地
域
の
郷
村
社
と
の
連
関
し
た
動
き
や
、
神
社
へ
の
信
仰
の
意
識
は
、
次
節
に
見
る
教
導
職

期
に
お
け
る
教
化
活
動
の
中
で
も
同
様
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

前
節
と
本
節
で
は
、
坐

認
し
て
み
た
。
大
宮
氷
、

一
八
七
二
年
（
明
治
五
）
年
以
降
、
教
導
職
に
よ
る
「
三
条
の
教
則
」
（
敬
神
愛
国
・
天
理
人
道
・
皇
上
奉
戴
）
を
普
及
す
る
た
め

の
教
化
活
動
が
行
わ
れ
て
い
く
中
で
、
大
宮
氷
川
神
社
内
部
の
組
織
に
再
度
変
化
が
生
じ
る
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
三
月
四
日
、

三
大
宮
氷
川
神
社
に
お
け
る
講
を
介
し
た
教
化
活
動
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【表②】 大宮氷川神社における説教活動（｢年中諸用日罷」（｢大宮市史資料調」三）より作成）

74

年 月日 脱教埋所 参加者 儲考

1872年

(明治5）

5〃21日～溺日

8〃15日～17日

9jj l6日

0〃

0Ⅱ15日

10〃17日

lOjl25日～27日

11〃15日～17日

12〃15日～17日

大官氷川神社

官邸（大宮氷川神社）

昼
夜

大宮氷川神社

大官宿清水隈

夜 大宮氷川神社

大1『氷川神社

昼
夜

大宮氷川神祉

大宮氷川神社

岩槻町

大宮氷川神社

大宮氷川神社

大成村、其外から40人ほど集まる

近村の者、集まる

昼：参加考一向に集まらず

夜：余程集まる

一向に典まらず

昼：参加稀黛し

夜：4．釦人狸参加

勝槻町

天弧悪きゆえか、28人参加予定の所、
15人のみ参加

参加者集まらず

1873年

(明治6）

2〃 5日～18日

3II 4日～l7p

3〃 6日

3〃 9日

4M 5日

5〃 7日

5ﾉI 0日

5m 7日

5m 8日

'〃 7日

9月 5日

oIl5日

011 17日
1M10日

1M14日

l2jl28m

1511：大宮氷川神社

16日：大宮氷川神社

大官氷川神社

大宮氷川神社

御薗付

大宮氷川神社

大官氷川神社（定例日）

大官氷川神社

夜 大宮氷川神社

大1『氷川神社

夜 大宮氷川神社

夜 大官氷川神社

15日：大成村6．70人参加

16日：”人参加

大成村孝右衛門、説赦瞬釦人参加

卿蔵村

大成村の鋭軟露釦人穆加

大成村内田孝右衛門より鋭牧依献

大成村孝右衛門より規軟錦の話あI）

脱軟麻の件につき、大成村孝右衛門よ

り金馳疋

大成村孝右衛門参り諸す当家にて鯏低

候鋭教議之耶につき

大成村：孝右衛門・治兵衛参り説軟簿
の件、期日取極について飴し合い

宮的村□口梱正参I)、向ら作成した鋭

軟廓録の兇分顧い

18祠年

(明治7）

2月9日

3月9日

3j121日

4月5日

4〃10日

4〃14日

4月16日

4月17日

4m27日

5〃18日

6月1日

6月6囚

6月17日

7〃19日

8月鎚日

9月1日

911811

9M15日

9jl l6H
9f1 17日

9〃釦Ⅱ

10〃24日

11ノ1 11日

11〃21日

大官氷川神社

伊苅付

中教院（大宮氷川神社）

中敬院（大宮氷川神社）

埼玉雌

中敦院（大宮氷川神社）

粕醸耐

砂材

中軟院（大宮氷川神社）

中教院（大宮氷川神社）

中軟院（大宮氷川神社）

中敬院（大宮氷川神社）

中敬院（大宮氷川神社）

中教院（大宮氷川神社）

中軟院（大宮氷川神社）

中敬院（大宮氷川神社）

丸ヶ崎村

九ヶ崎村

九ケ鰯村

不二癖侭肴

伊町村

御眠山讃中が「しせい」（修成碑）と称

え堀之内村外14.15ケ付から参抑

〔 〕議社の者、大勢参詣に参る。商

人も余程集まる。

511程前から、中教院にて地方の新共
を集めて説軟につき集会、大勢、販々
しい

硬虜中大勢参加

九ヶ崎村

九ヶ崎村

九ヶ崎村

大成村孝右衛門、鋭敬の依顔につき期
日取り決め

中敬院（大宮氷川神社）において妊月

16日に鋭教の話､県内の閥敏一同集会，
桁古

中軟院にて刷官･詞華巣会（説教の件）

中軟院にて風官･闘歳集会（規教の件）

砂付より脱軟の依頼

1875年

(明治8）
3Ⅱ21m 釣上村 釣上村

l鯛1年

(明治14）

11m1日

11〃25日

大崎村

大海村

大崎村

大源村



教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に－

（
劃
）

教
導
職
権
大
教
正
平
山
省
斎
が
大
宮
司
に
着
任
、
同
年
穂
積
耕
雲
が
小
宮
司
に
着
任
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
一
月
五
日
、
東
宮
千

（
望
｝別

が
権
祢
亘
が
着
任
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
同
年
六
月
三
日
に
は
大
教
院
の
下
部
組
織
で
教
導
職
の
地
方
統
括
局
で
あ
る
中
教
院
が
大
宮
氷
川
神
社
内
に
設
置
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
大
宮
氷
川
神
社
は
埼
玉
県
内
の
教
導
職
を
養
成
す
る
機
関
と
な
る
。

前
記
の
人
物
達
の
着
任
と
中
教
院
設
置
に
伴
っ
て
、
大
宮
氷
川
神
社
で
も
説
教
活
動
や
教
会
講
社
な
ど
の
講
を
回
路
と
し
た
国
民
教

化
活
動
が
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

（
二
大
宮
神
社
に
お
け
る
説
教
活
動

【
表
②
】
は
、
東
角
井
家
の
「
日
記
」
に
み
ら
れ
る
大
宮
氷
川
神
社
の
説
教
活
動
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
を
見
て
み
る
と
、
教

化
活
動
が
開
始
さ
れ
た
一
八
七
二
（
明
治
五
）
年
か
ら
翌
年
頃
ま
で
は
、
毎
月
一
四
日
か
ら
一
七
日
ま
で
を
定
日
と
し
て
大
宮
氷
川
神

社
に
お
い
て
説
教
活
動
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
参
加
し
て
い
る
村
々
も
大
宮
氷
川
神
社
の
隣
村
の
大
成
村
か
ら
の
参
加
が

目
立
ち
、
そ
れ
以
外
の
村
々
つ
い
て
は
特
に
参
加
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
以
降
に
な
る
と
、
説
教
は
定
日

を
設
け
ず
に
行
わ
れ
て
お
り
、
参
加
形
態
も
村
と
し
て
の
参
加
か
ら
、
村
で
結
成
さ
れ
る
講
を
単
位
と
し
た
参
加
形
態
へ
と
変
化
し
て

（
魂
）

い
る
。
加
え
て
一
八
七
五
（
明
治
八
）
年
以
降
に
な
る
と
、
大
宮
氷
川
神
社
で
の
説
教
活
動
は
極
端
な
減
少
を
み
る
。
右
は
あ
く
ま
で

東
角
井
家
の
「
日
記
」
の
み
か
ら
分
か
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
大
宮
氷
川
神
社
で
行
わ
れ
た
説
教
の
参
加
状
況
の
全
て
で
あ

る
と
は
言
え
な
い
が
、
少
な
か
ら
ず
大
宮
氷
川
神
社
で
の
説
教
活
動
に
対
し
て
は
開
始
当
初
に
比
べ
る
と
減
少
傾
向
に
あ
り
、
参
加
者

に
つ
い
て
も
開
始
当
初
か
ら
盛
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
説
教
活
動
減
少
の
要
因
と
し
て
何
が
考
え

ら
れ
る
の
か
を
次
で
見
て
い
く
。
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【表③】 教派神道系講社の大宮氷川神社参脂肥録 宮市史 資料鍋｣三）より作成）

76

年 月日 教会 参鮨村 参鮨人数 世騒人 備考

1874年

(明治7）

2月1111

5月18日

覗教

修成

拝加美調侭新が東角井家の座敷に

逗留

堀之内村外14．15ヶ村 14．5ケ付

1875年

(珊治8）

1月8日

4月17日

6〃2日

7月14日

7月15日

7月21[1

9月鋤日

lljl llH
11月15日

旗教

硬教

硬軟

硬軟

硬敬

硬軟

水波田村慈眼寺釧音寺卿無阿弥陀仏

虜

所々村々

新座郡の硬碑、他4組参拝

画涌在台3ケ付､喫喫簿中

洞戸村の旗屡

軸硬逓辺3．4ヶ材

斬井田新田村

知人

70人

6．”人

即人

l伽人

3.4ケ付10人

4.駒人

台治定(内台村岡な）

矢作滴一

右F1

台治定(内台村刺草）

神楽殿抑兇所を硬鱒参押濁卯用の集会

所に定める

18祁年

(明治9年）

3m14m

3月18日

3月23Ⅱ

4月10【1

4月15日

4月16日

4月濁日

5月1日

5月511

5月12日

5〃15日

5月17日

5月釦日

5月湖Ⅱ

7月l5p

10月2日

11月認日

硬軟

腰教

硬軟

硬軟

(硬教）

硬軟

硬軟

(鞭教）

幌敬

襖教

硬軟

(硬軟）

鞭教

梗教

硬教

硬軟

鹿製付48人、土呂村鋤人、釣上村.

笹久保村弱人、奥樋寺村溺人

当日より、硬耶敬会を東阿井康新座

敷にて執行

平林緑村・岡村・合繁付

村々の旗事軟会飼中84人、消河好村

踊中37人

釣上村

釣上村

釣上村

大適付37人、大師村12人、恩問田

新Ⅲ15人、珊111新旧4人、恩間村
濁人、大竹村14人、三ノ宮村12人

釣上村

村々硬事軟会謝中118人参拝

喜代久村

鞭耶教会簿中刷人参拝

鞭卿中参拝

大宮楢5ヶ村

大卿1日材

計】“人

計l鋤人

計121人

l“人

計l溺人

釦人

118人

32人

謁人

晩人

計1溺人

巽人

丹後

岡安正能

占挿肺(釣上村間な）

占滞師(釣上村閏な）

八坂一(大道村岡軍）

台治定(内台村岡草）

岡安正能

台治定(内台村岡傘)

右京（中川村神主）

鞭事教会の旗を東阿井家門前に寄せて
砿設

ニツ宮村配島八百吉父、砿て心願二て

当家へ太々神楽奉納致度存居候処、此

箇柄之事二付、教会虜中として取立、

弥出来二今日納候由二て廓中一同連立

詮贈二参り此方にて賄錦人参拝

18詔年

(明治11年）

5jI lOH
5月23日 幌軟

剛草加村

片柳村

蛇人

謁人 守囲吉之丞

年）

3月鋤日

4月68

4月7日

4月l4n

5m15日

(幌軟）

(鞭敬）

硬軟

(硬軟）

脚儘軟

大皮付

長野村

大宮術5ヶ町外

本郷村

伽嵐山簿中l釦人参拝（太々神飛）．

眼虜中も厩やか

59人

48人

l釦人

守賦古之丞

守厭宙之丞

瀬棚柵一郎

禰田滴一脇

18帥年

(明治13年）

3月l5H

4月5日

4月15m

4月釦日

5月7日

8月3[I

磯敬

硬軟

硬軟

硬講

下赤塩村

簾在青木村始4．5ケ付

草加樹

顧鷹鋤人参拝

1㈹人

87人

鋤人

鋤人

大村庄吉（詞官）

井上札

矢作滴吉

岡安術鵬（正能）

砂村庄古世路二て門人人二相成、尤

先日参り（加藻福泰・大作相三郎）

但右両人之稀、是迄参り侠得共、猶又

改テ来年三ﾉ'十五日二1r之太と之心二

て参論二謬り上り度存寄二候問、左橡
伽承知披下候揮頼固

井上糺より旗事敬会謝GI】参拝につき、

東角井家御鯉敷の拝倍依価

1錦1年

(明治14年）

3月22日

4月68

4月15日

4月28[1

5m9日

5m15日

硬軟

御岳教

頗教

西阿井止禰にて太々簿中25人参押

神楽殿二おいて太々鱒中参拝l鈍人

硬瞬中涕人参拝

伽砺臓中'㈹人狸参拝

鋤ヶ付

宮下付より銘人硬虜中

濁人

l釦人

認人

l伽人

47人

認人

杉'''一個



教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に一

（
二
）
謨
教
を
中
心
と
し
た
教
化
活
動

（
漣
）

【
表
③
】
は
、
先
記
の
「
日
記
」
に
み
ら
れ
る
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
教
会
講
社
の
講
中
参
詣
記
録
で
あ
る
。
表
を
見
る
と
、
神
道
修

成
派
や
御
嶽
教
の
講
中
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
ほ
と
ん
ど
が
旗
教
の
講
中
が
参
詣
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
膜

教
と
は
井
上
正
鉄
の
創
始
し
た
も
の
で
あ
り
、
涙
教
の
根
本
儀
は
「
古
事
記
」
に
記
さ
れ
る
伊
弊
諾
尊
の
涙
（
身
の
稜
を
洗
い
清
め

（
濁
）

る
）
神
事
と
素
菱
鳴
尊
の
膜
（
犯
し
た
罪
稜
を
清
め
る
）
神
事
と
い
う
心
身
の
清
浄
を
根
拠
と
し
て
い
た
。

そ
の
涙
教
の
大
宮
氷
川
神
社
参
詣
が
明
治
七
年
以
降
に
多
く
の
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
要
因
の
、
一
つ
に
は
、
「
平
田
学
系
の
神

道
家
が
多
く
の
講
を
擁
す
る
大
社
の
宮
司
な
ど
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
が
明
治
六
年
の
こ
と
で
、
宍
野
半
↓
浅
間
神
社
、
西

川
素
賀
雄
↓
出
羽
神
社
、
平
山
省
斎
↓
氷
川
神
社
、
深
見
速
雄
↓
琴
平
神
社
、
落
合
直
亮
↓
塩
釜
神
社
、
青
山
景
通
↓
大
鳥
神
社
、
権

田
直
助
↓
大
山
阿
夫
利
神
社
な
ど
が
そ
の
事
例
で
あ
」
り
、
そ
し
て
、
「
活
力
あ
る
講
を
手
中
に
す
る
こ
と
が
、
神
道
勢
力
拡
大
の
重

（
調
）

要
な
手
段
と
な
っ
た
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
平
山
省
斎
の
大
宮
氷
川
神
社
の
大
宮
司
着
任
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、
そ
れ

ら
の
人
物
達
が
神
道
勢
力
の
拡
大
を
図
っ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
一
方
で
そ
の
教
会
の
拡
大
活
動
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
単

に
神
道
勢
力
の
拡
大
だ
け
と
は
言
い
難
い
。
次
の
史
料
よ
り
大
宮
氷
川
神
社
で
の
涙
教
の
拡
大
活
動
を
見
て
み
た
い
。

【
史
料
一

抑
身
旗
祓
の
事
は
神
代
の
古
に
起
こ
る
其
事
は
、
諾
尊
杖
履
衣
帯
を
投
棄
し
て
自
ら
正
体
に
帰
し
た
ま
ひ
日
向
の
橘
の
小
戸
の
憶

原
に
於
て
海
水
に
浮
き
沈
み
身
心
を
湯
糠
し
て
汚
稜
迷
濁
を
祓
ひ
除
き
本
明
の
厳
の
御
霊
ふ
帰
り
給
ふ
て
四
柱
の
神
あ
れ
ま
す
瀬

織
津
比
曄
神
・
秋
津
比
曄
神
・
気
吹
戸
庄
福
速
佐
須
良
比
洋
神
之
を
祓
戸
の
大
神
と
言
ふ
、
之
乃
ち
誤
祓
の
根
源
也
、
其
後
素
尊

日
神
の
御
許
に
於
て
許
々
多
久
の
罪
事
を
犯
し
玉
ふ
日
神
之
を
答
め
ず
し
て
天
の
岩
戸
に
入
玉
ふ
、
於
是
乎
諸
神
等
天
の
安
河

○2
－
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【
史
料
一
○
】
は
大
宮
氷
川
神
社
で
発
行
さ
れ
た
涙
教
の
教
本
の
冒
頭
部
分
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
涙
教
の
根

本
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
素
斐
鳴
尊
の
罪
稜
解
除
（
旗
祓
）
を
神
徳
と
し
て
述
べ
、
天
御
中
主
神
高
御
産
霊
神
神
御
産
霊
神
伊

み
な

弊
諾
尊
神
天
照
大
御
神
素
斐
鳴
尊
神
の
神
号
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
中
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
罪
事
を
洗
い
流
す
、
い
わ
ゆ

る
浄
心
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
に
は
、
教
会
講
社
を
中
心
と
し
た
教
化
活
動
も
「
三
条
の
教
則
」
を
浸
透

さ
せ
る
活
動
の
一
環
で
あ
っ
た
、
教
化
の
た
め
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
、
造
化
三
神
と
天
照
大
御
神
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
方

で
注
目
し
た
い
の
が
、
「
氷
川
大
神
天
上
の
解
除
の
神
伝
」
と
記
し
て
お
り
、
明
治
元
年
以
降
、
大
宮
氷
川
神
社
の
主
祭
神
に
据
え
ら

巻
く
も
畏
き
氷
川
大
神
天
上
の
解
除
の
神
伝
に
因
っ
て
、
之
を
拡
充
し
推
し
て
之
を
他
に
及
さ
は
宇
内
広
し
と
云
ト
モ
人
物
多

し
と
云
ト
モ
数
十
年
を
出
す
し
て
、
皆
神
法
の
版
図
せ
ん
と
云

汚
濁
を
祓
い
尽
く
す
所
謂
洗
心
の
術
な
り
天
御
中
主
神
高
御
産
霊
神
神
御
産
霊
神
伊
弊
諾
尊
神
天
照
大
御
神
素
斐

み
な

鳴
尊
神
の
神
号
を
唱
ふ
る
所
以
の
も
の
は
蓋
人
窮
す
と
き
は
本
に
帰
る
（
中
略
）
庶
く
は
同
志
の
士
宜
し
く
此
意
を
体
認
し
て
掛

奉
る
、
曰
く
鳴
呼
心
弦
に
至
て
清
々
し
と
終
に
八
雲
の
詠
歌
を
発
し
玉
ふ
に
至
る
、
是
乃
膜
祓
い
の
功
効
な
り
（
中
略
）
蓋
し
人

ま
か
こ
と

の
天
地
の
間
二
生
る
や
諸
の
狂
事
罪
稜
な
し
と
い
ふ
も
の
あ
る
と
な
し
、
況
や
吾
に
お
い
て
や
自
ら
省
み
る
に
過
犯
せ
し
種
々
の

罪
事
と
も
て
量
り
先
ず
も
て
数
ふ
る
も
、
挙
て
尽
く
す
へ
か
ら
す
、
故
に
之
を
唱
へ
て
数
千
編
に
至
る
之
声
音
を
以
て
我
心
の

よ
ご
れ

解
除
し
て
是
を
下
土
に
降
し
玉
ふ
、
素
芙
鳴
尊
出
雲
の
国
に
至
て
八
岐
大
蛇
を
斬
り
て
宝
剣
を
得
た
り
、
之
を
日
神
に
高
天
原
に

し
る
し

に
相
会
し
素
尊
に
千
倉
置
度
の
祓
具
を
科
せ
、
天
津
児
屋
根
命
を
し
て
解
除
の
太
諄
辞
事
を
以
て
是
を
宣
ら
し
め
、
其
罪
事
を

明
治
七
年
十
月

日
本
氷
川
神
社
少
宮
司
兼
大
講
義
穂
積
耕
雲
謹
ん
で
識
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教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に一

れ
た
素
斐
鳴
尊
の
神
事
・
神
徳
を
中
心
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
元
々
涙
教
と
は
先
述
の
様
に
、
伊
弊
諾
尊
と
素
芙
鳴
尊
の
神
事

を
根
拠
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
大
宮
氷
川
神
社
で
発
行
さ
れ
た
涙
教
会
の
教
本
に
は
大
宮
氷
川
神
社
の
主
祭
神
で
あ
る
素
菱
鳴
尊
の
神

事
を
特
化
さ
せ
て
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
次
に
涙
教
で
の
実
践
方
法
に
つ
い
て
も
見
て
み
た
い
。

実
践
方
法
に
つ
い
て
は
、
【
史
料
一
二
の
祝
詞
を
読
む
こ
と
が
中
心
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
注
目
さ
れ
る
の
が
、

「
氷
川
大
神
天
上
」
で
あ
る
素
芙
鳴
尊
に
ま
つ
わ
る
罪
稜
解
除
の
祝
詞
を
読
む
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

｛
史
料
一

（
認
）

【
史
料
一
三

千
倉
置
戸
祓

ｌ

高
天
原
永
神
留
座
須
神
魯
岐
神
魯
美
乃
命
以
天
、
八
百
万
乃
神
等
乎
神
集
比
永
、
神
議
給
比
天
天
津
祝
詞
乃
太
祝
詞
乎
以
天
速

講
義
天
地
神
人
の
始
よ
り
説
き
起
こ
し
て
皇
統
の
由
て
起
こ
る
所
に
及
ふ
、
講
畢
て
暫
時
休
息
教
師
教
徒
を
率
て
神
前
に
進

む
如
前
唱
へ
罷
て
各
別
席
へ
就
い
て
休
息
す

講
義
道
の
大
原
天
神
よ
り
出
る
を
論
し
て
而
し
て
君
臣
父
子
の
倫
常
に
及
ぶ
、
講
畢
て
暫
時
休
息
す
、
教
師
教
徒
を
率
て
神
前

清
々
乃
御
心
永
立
帰
良
勢
給
比
志
事
乃
由
乎
以
天
、
各
々
身
中
永
過
犯
気
牟
雑
々
乃
罪
、
最
多
計
礼
婆
畏
古
久
母
皇
大
神
達
乃

素
斐
鳴
大
神
氷
千
倉
置
戸
乃
解
除
乎
科
勢
奉
幾
、
如
此
科
勢
奉
志
永
、
依
天
罪
止
云
罪
波
不
在
止
祓
比
給
閉
、
清
米
給
閉
戸

御
事
業
永
倣
比
奉
天
天
津
祝
詞
乃
太
祝
詞
事
乎
以
天
宣
礼
」

（
銘
）一

】
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【
史
料
一
三
は
涙
教
会
入
会
後
に
行
わ
れ
る
講
義
内
容
に
つ
い
て
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
講
義
か
ら
は
「
三
条
の
教
則
」
を

浸
透
さ
せ
る
た
め
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
旗
教
会
へ
の
入
会
に
よ
っ
て
「
三
条
の
教
則
」
に
基
づ
く
講
義
が
行
わ
れ

る
も
の
の
、
重
要
視
す
べ
き
は
教
義
や
そ
の
実
践
活
動
が
「
氷
川
大
神
天
上
」
で
あ
る
素
菱
鳴
尊
に
ま
つ
わ
る
内
容
が
中
心
に
据
え
ら

る
も
の
の
、
重
要
視
す
べ
き
は
趣

素
菱
鳴
尊
の
神
事
を
教
義
と
す
る
涙
教
会
に
入
会
・
実
践
さ
せ
る
と
い
う
右
の
実
態
か
ら
は
、
素
菱
鳴
尊
を
主
祭
神
と
し
た
大
宮
氷

川
神
社
を
信
仰
さ
せ
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
本
節
の
最
初
で
み
た
説
教
活
動
の
減
少
に
は
、
大
宮
氷
川

神
社
で
の
教
化
活
動
が
説
教
活
動
よ
り
も
教
会
講
社
の
拡
大
活
動
へ
と
シ
フ
ト
チ
ェ
ン
ジ
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
教
会
講

社
の
拡
大
に
は
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
信
仰
を
集
め
よ
う
と
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
郷
村
社
祠
官
・
祠
掌
の
旗
教
会
入
会
活
動

（
一
）
漠
教
会
講
中
の
大
宮
氷
川
神
社
参
詣
を
促
す
人
々

講
義
三
条
の
教
憲
に
基
づ
き
倭
漢
天
竺
西
洋
其
他
小
説
新
聞
等
を
論
せ
す
、
大
体
其
人
を
視
て
法
を
説
き
信
心
得
道
の
場
に

至
っ
て
心
魂
帰
着
の
節
に
安
定
せ
し
め
ん
事
を
要
す

三
日
同
断
但
し
余
日
も
倣
之
如
前
神
号
を
唱
え
る
事
数
千
度
に
至
り
、
其
人
自
然
に
神
名
の
導
を
得
て
心
の
百
念
皆
除
き
去

り
、
至
誠
無
為
の
地
に
至
る
を
観
て
別
神
殿
へ
招
き
席
に
就
か
し
む

に
進
む
前
条
ノ
如
く
唱
へ
罷
て
各
別
席
に
就
い
て
休
息
す
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教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に－

本
節
で
は
、
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
旗
教
会
の
講
中
の
様
子
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。
【
史
料
一
三
】
【
史
料
一
四
］
は
旗
教
会
の
講
が

大
宮
氷
川
神
社
へ
参
詣
す
る
際
に
事
前
申
請
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
【
表
④
］
で
も
確
認
出
来
る
様
に

（
訓
）

【
史
料
一
四

（
抑
）

【
史
料
一
三
一

（
筆
者
註
ｌ
明
治
九
年
五
月
）
五
日

大
道
村
祠
掌
八
坂
一
事
兼
テ
申
込
有
之
講
社
参
詣
中
食
並
二
御
神
酒
等
賄
も
ら
い
度
一
同
同
道
二
て
参
る

一
、
金
五
円
四
十
銭
大
道
村
三
十
七
人

一
、
同
一
円
七
十
四
銭
大
戸
村
十
二
人

一
、
同
二
円
十
七
銭
五
厘
恩
間
木
新
田
十
五
人

一
、
同
五
十
八
銭
増
田
新
田
弐
拾
四
人

一
、
同
二
円
三
分
卜
四
貫
四
文
恩
間
村
二
十
二
人

一
、
同
二
円
卜
三
銭
大
竹
村
十
四
人

一
、
同
一
円
七
十
五
銭
三
ノ
宮
村
十
二
人

（
筆
者
註
ｌ
明
治
八
年
七
月
）
廿
一
日

菖
蒲
在
台
三
ヶ
村
之
内
台
村
祠
掌
臺
治
定
（
報
告
者
註
ｌ
参
詣
の
世
話
人
）

今
日
も
八
拾
人
程
参
詣
二
参
り
候
由
、
当
家
ヲ
昼
食
休
二
願
度
旨
申
出
候
間
、
承
知
之
上
参
り
尤
座
敷
斗
借
ス
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教
導
職
へ
任
命
さ
れ
た
各
村
神
社
（
郷
村
社
に
属
す
る
）
の
祠
掌
た
ち
が
講
中
の
世
話
人
と
な
っ
て
地
域
の
人
々
を
大
宮
氷
川
神
社
へ

参
詣
を
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
郷
村
社
の
祠
掌
達
が
各
村
に
お
い
て
旗
教
会
の
講
を
結
成
さ
せ
、
大
宮

氷
川
神
社
へ
と
参
拝
さ
せ
て
い
る
と
い
う
流
れ
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
郷
村
社
の
祠
掌
達
が
各
村
で
涙
教
会
の
講
を
結
成
さ
せ

る
背
景
を
次
の
史
料
よ
り
見
て
み
た
い
。

（
塊
）

【
史
料
一
五
］
〔
氷
川
講
社
規
約
〕

氷
川
簿

第
二
条

第
三
条

第
四
条

第
六
条
社
中
親
睦
一
家
ノ
如
ク
、
相
互
困
難
病
厄
ヲ
救
上
鰈
寡
孤
独
ヲ
助
ヶ
、
専
ラ
協
力
同
心
ヲ
主
ト
ス
ヘ
シ
、
若
シ
社
中
異

端
邪
説
ヲ
信
シ
惰
慢
放
逸
ナ
ル
者
ア
ル
時
ハ
社
中
ヨ
リ
懇
切
教
諭
ヲ
加
フ
ヘ
シ

蕊

第
七
条
社
中
忠
臣
孝
子
貞
婦
義
僕
等
ア
ラ
ハ
取
締
へ
達
シ
取
締
ヲ
教
長
へ
具
状
ス
ヘ
シ

第
五
条
造
化
ノ
三
社
天
祖
皇
大
神
素
菱
鳴
尊
ノ
神
号
ヲ
正
床
二
掲
ケ
朝
夕
神
前
二
向
テ
天
津
祝
詞
大
諄
辞
ノ
祝
詞
ヲ
数
篇

旗
事
教
会
結
社
規
約

粛
社

第
一
条
信
心
篤
志
ノ
輩
、
教
会
二
入
ラ
ン
ト
欲
ス
ル
者
、

天
祖
天
神
ノ
大
訓
天
津
祝
詞
太
諄
辞
ヲ
云
う
素
尊
垂
世
ノ
大
教
膜
祓
ノ
事
ヲ
云
ヲ
奉
ス
ル
コ
ト
斯
教
余
ノ
緊
要
ナ
レ
ハ

受
ル
所
ノ
神
符
ノ
旨
趣
ヲ
常
二
服
晦
セ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス

凡
五
拾
名
ヲ
以
テ
ー
小
社
ト
シ
、
世
話
掛
七
名
ヲ
置
、
内
二
名
ヲ
抜
擢
シ
テ
頭
取
ト
ナ
シ
社
中
ヲ
督
セ
シ
ム

数
小
社
ヲ
合
シ
テ
ー
大
社
ト
シ
、
正
副
取
締
各
一
員
ヲ
置
キ
社
中
ヲ
監
セ
シ
ム

唱
フ
ヘ
シ

ヲ
許
ス

先
名
簿
ヲ
出
サ
シ
メ
神
前
二
誘
ヒ
テ
誓
約
ス
、
而
シ
テ
後
入
社
ス
ル

露
社
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教導職期における神社‘

【表④】大宮氷川神社が管

(埼玉鼎立文書館マイクロフイルム収蔵資料西刈井家文番5知

83

明治7年1月御荊帳（教職補佐)）より作成

役職 郡 村 神社名 役斑 名前 役職 邸 村 神社名 役職 名前

軟導融 足立郡 峰村 八幡社 詞官 顧波爪好 牧導唾試補 足血郡 宮煎付 八幡神社 制敢 宮鴎柳之助

軟導唾試補 埼玉邪 埼玉村 埼玉神社 倒官 大地茂む衛門 敦塀職試補 足立邸 上谷村 氷川神社 閏承 岩城秀雄

軟導蔵 埼玉郡 宵柳村 八幡社 倒承 青木知顕 軟導職試補 足立郡 桶川術 稲荷社 岡承 稲山正宜

教導城 足立郡 蝋加宿 氷川社 閥章 田中古明 敬塀戟試補 足立郡 篠泳付 多気比売神社 倒敢 金H1州

戦導載 足立郡 野堀村 稲荷社 閏挙 金剛寺春明 教導職試補 足立郡 領家村 氷川社 創承 榎本蕪治

戟導戟拭袖 葛筒扉 平沼付 諏肪神社 倒掌 戸弧真舎男 敦導職試補 足立郡 下石戸上村 氷川社 間な 小口瀬武知

軟導吸試杣 葛飾郡 大広戸村 香取社 倒敢 田中広郷 敬祁戯試補 足立郡 小室郷本村 氷川社 劇掌 菊池雄戚

軟導載試袖 葛飾郡 宙谷村 香取社 倒な 遡沼義邦 敬導職試補 足立郡 平方村 氷川社 創敢 福田良中

敦導戟試胡 葛筒郡 谷口村 桶荷社 倒敢 渡辺綱範 敦埠駐試補 足立鄙 中釘付 氷川社 劉掌 宮本灘義

軟導取試袖 葛跨郡 、n村 □口神 t 倒掌 鈴木Ⅲ栄 軟瀞敏試袖 足立郡 上雌竹 氷川社 閨な 今井昇

教導戯拭補 葛筋郡 下□口付 存取神 t 倒掌 渡辺元善 牧椰載試補 埼玉邪 鉤上村 神明社 倒承 占滞師

軟導敏試補 葛簡郡 下内川村 女体社 闘敢 鈴木1X昶 牧源斑試補 埼玉郡 浮谷材 久伊皿神社 閣な 仙波消奨

軟導風試補 埼玉郡 内牧村 鷲宮神 上 閥敢 春日郁孝純 牧海戦試補 足立認 囲沼付 氷川神社 倒な 石井満常

軟導職試補 埼玉郡 梅田付 女体神 t 閥掌 松間棄光 軟源理試補 足立郡 神IH付 氷川神社 倒承 神山滴宗

教導駐試補 埼玉郡 大道村 芥取神 t 閥拳 八坂一 軟源風試補 足立郡 本太付 氷川社 底】な 石井寛

教導戟試袖 葛筒郡 蓮沼村 香取神 上 閣拳 服郎慶治 敬那職試補 足立郡 鈴谷村 天満社 閥戴 稲畑新右衛門

教導国試補 葛跨郡 大塚村 香取神 t 閏承 松本茂樹 敬導唾試補 足立郡 青木村 氷川社 倒敢 鈴木力

教導融試袖 埼玉郡 百間須賀付 身代社 岡掌 加瞳福光 軟導風試繍 足立邸 投岸付 春日社 閏な 小沢正治郎

教導駁試補 葛箇郡 上海野村 八坂社 倒寧 梅林寺栄明 教導唾試補 足立郡 新竹村 氷川社 倒な 小山耗僧

教導駐試補 葛箇郡 大給村 八幡鷲社 閏掌 藤村宗四郎 軟導職試補 足立郡 内谷村 氷川社 刷傘 十賭武治

軟導戟以袖 埼玉郡 商岩村 天満社 閏掌 菅原佃道 軟郡風試葡 足立郡 醸耐 八幡社 倒承 赤尾光碇

敦導融試袖 葛筒郡 木立付 八幡社 周掌 梱飼武清 軟塀風試補 足立郡 木的呂村 氷川社 倒軍 石井源太

教導融試棚 埼玉郡 愛倉付 鷲宮神社 閥掌 石川一 軟導融試補 足立郡 本郷村 氷川祉 倒傘 飯田正忠

教導融試袖 葛筒郡 栗僑宿 八坂社 闘掌 禍栄行賢 敬獅風試補 足立郡 舎人町 氷川社 創敢 宮本蝿永

軟導風試翻 葛笛鄙 下商野村 木々子社 閏草 東大定 敬導斑試補 葛飾郡 松伏村 香取社 1承 青木文吾

軟導風試繍 埼玉郡 鷲宮村 鷲宮神社 詞掌 大内山伎雄 軟導駁試補 埼玉郡 西方付 日枝社 1承 秋111灘蛸

軟那敏試袖 埼玉郡 鷲宮村 鷲宮神社 同掌 東大路碇江 戦導融試補 魁鋒郡 清池付 近泳神社 1敢 口薩滴光

教海域試袖 埼玉郡 悪梅村 稲荷社 詞掌 相沢墓平 軟導唾試補 埼玉郡 上新郷 愛宕神社 1承 田原知雄之介

軟導域試補 埼玉郡 鋼影材 八幡社 閏な 甑野広凝 敬導唾試袖 足立郡 飯田村 氷川神社 4承 河野一郎

教導職試補 埼玉郡 砂山付 愛宕社 閏掌 宮崎桂 軟導職試禰 埼玉郡 戸ケ崎村 袋剛社 1承 台治定

教導職拭補 埼玉郡 阿左間肘 八幡社 祠挙 南條茂江 牧導唾試補 埼玉郡 大田村 久伊皿神社 副敢 玉間福二

教導戟拭補 埼玉郡 大桑村 喬取社 闘承 永野幸治 軟導風試補 足立郡 大谷口付 氷川社 閥敏 野口昭

教導風試捕 埼玉邸 加羽ヶ崎村 八幡社 詞掌 久鴎碇助 軟埠駁試補 足立鄙 柏崎村 氷川社 閏敢 武笠輔樹

敦導唾試補 埼玉郡 本川俣村 長良社 闘承 小西肺麿 軟導域試補 足立郡 片柳付 熊野社 倒掌 内IHX僧

敬導戟試補 埼玉郡 上大越村 鷲宮神祉 倒敏
高泳臆□
代綱野長雄

敬導戯試補 足立郡 上木崎村 商鯏社 倒敢 真Ⅲ万

教導風試補 埼玉郡 稲子村 諏訪社 倒草 諏訪個代 軟導唾試補 足立郡 小渕村 氷川社 閥掌 河原采兜

敦導駁試補 埼玉邸 上岩瀬村 伽盆社 間な 小松綻明 敬源敬試補 足立郡 大門町 十二所社 倒章 熊野義正

教導職拭補 埼玉郡 三田ヶ谷村 八幡社 閥堆 三m耐 牧導融試補 足立郡 蓬間村 洩ⅢI社 剥敢 酒井綻孝

教導風試補 埼玉邸 行田町 八幡神祉 倒敢 松間伊三郎 軟導敬試補 足立郡 戸噸付 氷川社 倒欺 新井紋左衛門

救導風試補 埼玉郡 屈巣村 久伊豆神社 倒掌 中捜志泳麿 牧導腫試初 埼玉郡 鷲宮村 鷲宮神社 底I掌 宮内佃陸

教導風試補 埼玉郡 刎岡村 熊野神社 周な 加納登 軟導戟試袖 足立郡 田島村 氷川社 扇】な 山崎房兵衛

教導風試捕 埼玉郡 谷癌 春日神社 目掌 園田正行 軟導戟試初 足立郡 原川獺村 愛宕神社 鹿1承 千紫松彦

教導国試補 埼玉郡 上之村 上之村神社 自官 供伯孫雄 較導職試補 足立郡 明用付 三島神社 劇承 篠原伝右衛門

教導恩試補 埼玉郡 今井村 赤殿神社 倒掌 今井雌雄 軟導風試緬 埼玉郡 備後村 喬取神祉 副斌 石井之駿

教導融試補 埼玉郡 池上付 古官神社 詞掌 茂木昇 軟導職試補 足立郡 円阿弥村 平腿

浅野吉之助

浅野忠三郎長
男

軟導団試補 埼玉配 皿尾村 久伊豆神社 目な 青木知血 軟導風試補 埼玉郡 不動岡村 伊甑肺海

教導載拭補 埼玉郡 河原村 河原神社 同な 松本英之介 敬獅職試補 足立郡 甑Ⅲ村 氷川神社 閏挙

河野没之介

代父河野一

郎

軟導唾試捕 埼玉郡 佐間村 天満宮社 倒掌 梅村守人 敬導職試補 足立郡 大間村 氷川神社 制準

吉Ⅲ政保

代父吉田栄

義

教導駁試袖 埼玉郡 安饗寺村 八幡大神 同掌 杉lll安彦 敬獅職試袖 風

和mfJ1吹

氷川神社祢亙
東阿井福臣方

寄留

軟導戟試袖 足立郡 大間村 氷川神社 倒掌 宵111栄義 敬導戟試補 足立郡 小針舗家村 宮本脳敬

軟導唾試繍 埼玉郡 古沢付 香取社 元刺掌 井上畷郎



【
史
料
一
五
】
は
大
宮
氷
川
神
社
で
作
成
さ
れ
た
「
氷
川
講
社
」
の
講
社
規
約
で
あ
る
が
、
史
料
は
印
刷
物
で
あ
り
、
冒
頭
の
規
約

名
を
み
て
も
分
か
る
様
に
、
元
々
は
涙
教
会
講
社
の
規
約
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。
傍
線
部
と
脇
書
し
て
い
る
部
分
が
手
書
き
と

な
っ
て
お
り
、
膜
教
会
の
講
社
名
を
後
々
に
は
大
宮
氷
川
神
社
の
「
氷
川
講
社
」
へ
と
転
じ
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
事
が
読
み
と
れ

そ
の
条
文
の
中
で
は
、
第
四
条
・
五
条
に
お
い
て
、
【
史
料
一
○
】
に
み
た
よ
う
な
旗
教
会
の
講
を
結
成
す
る
大
宮
氷
川
神
社
の
主

祭
神
で
あ
る
素
菱
鳴
尊
の
神
事
に
奉
す
る
事
が
こ
こ
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
九
条
に
あ
る
紀

元
節
、
天
長
節
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
の
祭
日
に
は
、
各
村
の
産
土
神
、
神
社
へ
の
参
拝
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
つ
ま

｛
輿
）

る
。

但
臨
時
派
出
説
教
モ
亦
同
斗

第
十
十
条
他
ノ
宗
派
ヲ
討
破
シ
或
ハ
他
ノ
講
社
ノ
者
卜
埼
關
ノ
弊
生
セ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
要
ス

第
十
工
条
入
社
セ
シ
者
其
寿
終
二
及
ヒ
シ
時
、
頭
取
其
喪
ヲ
弔
上
生
前
授
ク
ル
所
ノ
守
札
ヲ
以
テ
本
人
ノ
霊
主
二
添
テ
永
ク
莫

第第第
十九八
条条条

右
畢

明
治
九
年
二
月

祭
ヲ
行
フ
ヘ
シ

社
中
二
入
ル
モ
ノ
誠
ノ
ー
字
ヲ
以
テ
終
身
ノ
神
符
ト
シ
、
質
素
節
倹
ヲ
苓
ト
ナ
シ
人
ヲ
救
ヲ
以
テ
勤
ト
ナ
ス
ベ
シ

紀
元
節
、
天
長
節
、
祈
年
祭
、
新
嘗
祭
等
ノ
御
祭
祝
日
ニ
ハ
其
産
土
神
二
参
拝
シ
、
宝
詐
無
窮
国
家
安
寧
ヲ
祈
ル
ヘ
シ

官
幣
大
社
氷
川
神
社
社
務
所
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教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を巾'L､に－

り
、
こ
の
条
文
は
各
村
神
社
と
地
域
住
民
と
の
結
節
を
目
的
と
し
て
い
た
事
が
わ
か
る
。

二
節
で
も
見
た
様
に
郷
村
社
の
神
社
は
「
人
民
ノ
信
仰
」
如
何
に
よ
っ
て
、
神
社
の
存
在
が
左
右
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
事
を
考
え

る
と
、
各
地
域
の
神
社
祠
掌
た
ち
が
渓
教
会
の
講
を
各
地
域
で
結
成
さ
せ
る
事
の
意
義
は
、
一
つ
に
大
宮
氷
川
神
社
と
い
う
大
社
に
帰

属
す
る
神
社
と
し
て
と
の
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
が
出
来
、
二
つ
に
は
各
村
の
神
社
へ
人
々
を
集
め
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
メ

ま
た
、
次
の
第
十
条
で
は
、
元
々
設
け
ら
れ
て
い
た
各
地
域
に
お
い
て
の
教
典
講
義
を
す
る
為
の
会
議
所
設
置
項
目
が
削
除
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
に
は
、
膜
教
の
講
義
を
大
宮
氷
川
神
社
で
の
み
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
宮
氷
川
神
社
に
各
地
域
の
涙
教
会
に
属
す
る

人
々
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
動
向
に
関
連
し
て
大
宮
氷
川
神
社
で
も
次
の
様
な
動
き
が
見
ら
れ
る
。

リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
弱
）

【
史
料
一
七
】

【
史
料
一

「
此
度
潔
事
教
会
之
旗
当
家
之
門
前
よ
り
少
し
脇
へ
寄
せ
建
候
」

「
四
五
日
以
前
よ
り
御
神
楽
殿
拝
見
所
ヲ
涙
講
中
集
会
二
定
候
由
二
て
、
右
講
中
之
者
参
詣
之
節
ハ
同
所
二
於
て
直
良
会
致
候
由

ナ
リ
」

（
筆
者
註
ｌ
明
治
九
年
三
月
）
十
四
日

マ
マ

（
筆
者
註
ｌ
明
治
八
年
一
月
）
八
日
快
晴

（
調
）

一
ハ
】
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【
史
料
一
六
｝
は
そ
れ
ま
で
神
楽
殿
拝
見
所
と
し
て
利
用
し
て
い
た
場
所
を
、
旗
教
会
の
講
集
会
所
と
し
て
設
定
し
て
お
り
、
【
史
料

一
七
］
で
は
、
東
角
井
家
の
門
前
に
涙
教
会
の
旗
を
立
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
の
動
き
か
ら
も
や
は
り
、
旗
教
会
の
拡

大
と
共
に
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
参
拝
者
増
加
を
企
図
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
謨
教
〈

〈
弱
）

【
史
料
一
八
】

漠
教
会

会
他
ノ
カ
ヲ
借
ラ
ズ
、
各
分
二
随
ひ
尽
力
仕
悉
皆
御
造
営
申
上
度
奉
存
候
、
尤
官
国
幣
社
御
造
営
御
修
復
等
総
テ
朝
廷
二
於
テ

官
幣
大
社
氷
川
神
社
御
神
伝
旗
事
教
会
二
加
入
致
シ
、
時
々
拝
参
仕
候
毎
二
、
窺
二
以
為
御
本
社
井
御
構
等
如
何
二
も
狭
院
ニ
シ

候
也

御
規
則
も
被
為
在
候
義
者
、
兼
々
拝
承
仕
居
候
得
共
、
私
共
信
徒
之
志
願
御
憐
察
被
下
度
御
聞
届
相
成
候
ハ
や
百
事
朝
廷
之
御

指
揮
ヲ
伺
上
従
事
仕
度
一
同
之
懇
願
二
御
座
候
間
、
何
卒
願
之
通
り
御
聞
届
相
成
候
様
其
御
筋
へ
御
進
達
被
下
度
、
此
段
奉
願
上

テ
御
神
事
御
祭
典
ノ
節
、
御
差
支
之
御
容
姿
県
郷
社
ニ
モ
不
及
御
体
裁
と
奉
恐
察
候
、
依
之
依
願
ハ
私
共
教
会
中
同
志
申
合
、
教

明
治
九
年

へ
の
入
会
促
進
で
得
た
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
信
仰

涙
事
教
会
惣
代

埼
玉
県
第
十
七
区
武
蔵
国
足
立
郡
鴻
巣
駅
百
三
十
四
番
屋
敷
平
民

教
導
職
試
補
島
田
伊
左
衛
門
（
印
）

同
県
管
下
第
廿
四
区
同
州
同
郡
辻
村
戸
長
長
澤
平
左
右
衛
門
長
男
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教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に－

（
中
略
）
尤
願
人
共
申
合
即
今
金
一
万
円
備
置
候
得
共
、
尚
不
足
之
分
ハ
同
志
申
談
調
金
仕
（
中
略
）
一
切
官
費
ヲ
不
奉
仰
」
と
、
涙

教
会
が
「
本
社
信
仰
」
と
大
宮
氷
川
神
社
を
信
仰
す
る
教
会
で
あ
る
こ
と
が
記
さ
れ
、
ま
た
造
営
費
と
し
て
「
金
一
万
円
」
を
準
備
し

旗
教
会
の
拡
大
活
動
が
ど
の
様
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
【
史
料
一
八
｝
か
ら
見
て
み
た
い
。
こ
の
史
料
は
、
一
八
七
六
（
明

治
九
）
年
に
涙
教
会
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
、
大
宮
氷
川
神
社
の
造
営
志
願
書
で
あ
る
。
傍
線
部
に
は
「
私
共
教
会
中
同
志
申
合
、
教
会

他
ノ
カ
ヲ
借
ラ
ズ
、
各
分
二
随
ひ
尽
力
仕
悉
皆
御
造
営
申
上
度
奉
存
候
」
と
、
国
費
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
る
大
宮
氷
川
神
社
の
造
営
を
旗

教
会
の
入
会
者
の
手
に
よ
っ
て
造
営
希
望
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
志
願
書
は
一
八
八
七
（
明
治
一
○
）
年
三
月
に
、
平
山
大

宮
司

よ
り
埼
玉
県
令
へ
と
提
出
さ
れ
、
そ
の
文
中
に
も
「
本
社
信
仰
涙
事
教
会
之
者
共
申
合
、
悉
皆
御
再
建
仕
差
上
度
旨
出
願
仕
候

Ｉ

官
幣
大
社
氷
川
神
社
大
宮
司
県
兼
権
大
教
正
平
山
省
斎
殿

同
少
宮
司
権
少
教
正
穂
積
耕
雲
殿

教
導
職
試
補
長
澤
源
吉
（
印
）

同
県
管
下
第
十
九
区
同
州
同
郡
上
尾
村
戸
長
遠
山
幸
七
長
男

教
導
職
試
補
遠
山
忠
七
（
印
）

同
県
下
第
十
七
区
足
立
郡
糠
田
村
七
十
番
屋
敷

訓
導
河
野
権
兵
衛
（
印
）

同
同
六
十
八
番
屋
敷

副
戸
長
長
嶋
清
松
（
印
）
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き
た
い
。

民
限
り
造
営
之
儀
ハ
難
及
詮
議
、
尤
再
建
ノ
為
メ
崇
敬
上
ヨ
リ
寄
附
献
金
ノ
筋
ヲ
以
願
出
候
ハ
ミ
其
県
見
込
相
添
更
二
可
伺
出
」

（
調
）

と
、
膜
教
会
員
に
よ
る
造
営
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
後
再
度
の
申
請
が
一
八
八
○
（
明
治
一
三
）
年
に
提
出
さ
れ
、
大
宮
氷
川
神
社
の

造
営
が
国
費
に
よ
っ
て
決
定
す
る
と
い
っ
た
経
過
を
た
ど
る
。

こ
の
よ
う
な
、
涙
教
会
員
か
ら
の
志
願
書
の
提
出
は
、
大
宮
氷
川
神
社
自
体
を
信
仰
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
動
き
で
あ
り
、
素
菱
鳴

尊
の
神
事
に
も
と
づ
く
旗
教
会
へ
入
会
さ
せ
た
こ
と
が
大
宮
氷
川
神
社
へ
の
信
仰
と
し
て
結
び
つ
い
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
な
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社
の
活
動
が
、
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
、
平
山
省
斎
に
よ
る
大
成
教
会
設
立
（
穣
事

教
会
は
そ
の
傘
下
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
）
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
ｃ
同
年
に
平
山
省
斎
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
大
成
教
会
に
関
す

る
も
の
と
し
て
は
、
次
の
表
を
見
て
み
た
い
。

【
表
⑤
］
は
、
大
成
教
会
の
創
立
委
員
と
し
て
大
宮
氷
川
神
社
の
旧
神
主
で
あ
る
西
角
井
の
名
前
が
含
ま
れ
て
い
る
。
更
に
大
成
教

に
は
旗
教
が
そ
の
一
部
に
属
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
涙
教
会
員
と
し
て
大
宮
氷
川
神
社
に
参
拝
を
促
し
た
祠
官
・
祠
掌
達
も

（
犯
）

大
成
教
会
に
入
会
し
て
い
る
事
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
か
ら
も
、
涙
教
を
含
む
大
成
教
会
と
い
っ
た
教
会
講
社
の
更
な
る
拡
大
を
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
、
地
域
の
人
々
の
信
仰
を
大
宮
氷
川
神
社
へ
と
よ
り
一
層
集
約
さ
せ
よ
う
と
し
た
狙
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
活
動
も
、
政
府
の
政
教
分
離
政
策
を
採
る
政
府
に
よ
っ
て
、
一
八
八
二
（
明
治
一
五
）
年
に
は
官
国
幣

社
の
神
官
教
導
職
廃
止
、
一
八
八
四
（
明
治
一
七
）
年
に
は
府
県
社
以
下
神
社
神
官
教
導
職
廃
止
が
発
せ
ら
れ
、
神
社
に
お
け
る
教
会

講
社
の
活
動
は
行
う
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
で
は
、
そ
の
後
の
神
社
の
動
き
は
ど
の
様
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お

（
銘
）

’

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
後
、
同
月
二
二
日
に
は
埼
玉
県
令
よ
り
内
務
省
へ
と
提
出
さ
れ
る
が
、
内
務
省
か
ら
の
返
答
に
は
「
人

同
月
二
二
日
に
は
埼
玉
県
令
よ
り
内
務
省
へ
と
提
出
さ
れ
る
が
、
内
務
省
か
ら
の
返
答
に
は
「
人
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【表⑤】大成教会創立会員一覧

（
杣
）

【
史
料
一
九
］

皇
大
神
宮
大
麻
頒
布
之
儀
ハ
、
素
ヨ
リ
深
ク
注
意
ヲ
尽
シ
、
其
拝
受
者
ヲ
シ
テ
真
二
信
仰
ノ
念
ヲ
振
起
セ
シ
メ
、
毫
モ
不
都
合
不

体
裁
無
之
様
保
護
致
ス
ヘ
キ
ハ
無
論
之
儀
二
候
処
、
猶
今
般
改
正
二
際
シ
一
層
御
配
念
可
有
之
、
此
段
予
テ
申
進
置
候
也

埼
玉
県
下
大
麻
頒
布
事
務
所

明
治
十
六
年
一
月

粕
壁
宿
松
園
恭
光
殿
外
御
中

(埼玉県立文瞥館マイクロフイルム収蔵史料

5427（年代不詳）「本教大成教会創立会貝」より作成）
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大教正

権大教正

中教正

正四位

従四位

花六位

平山省斎

本居豊頴

諏訪忠誠

戸田忠至

水野忠輔

桜井能監

華族

中教正従五位

中教正従五位

少教正従四位

土屋寅直

永井尚服

井上正直

少教正従五位 板倉松聖

華族

椎大講義

中講義

中講義

少講義

東宮千別

村越鉄善

熊谷東洲

黒川常徳

権少識義

訓導

訓導

川尻義裕

横尾信守

三谷謙翁

埼玉県有志総代

大講義

権大講義

少教正従諏位

少教正従五位

椛少教正従五位

権少教正従五位

少教正

少教正

椛少教正

正七位

正七位

二等属

四等属

七等属

亀掛川政隆

西角井正一

大給近悦

細川利永

松平頼位

牧野忠泰

磯部鼠信

秋山光條

穂積耕雲

八木彫

尾越蕃輔

中村秋香

宇都野正武

野沢俊元

群馬県有志総代

権大講義

少講義

権少講義

斎藤多須久

湯沢義路

阿久津盛為

神奈川県 少講義 小川実

新潟県有志総代

大講義

大講義

少講義

権少講義

馴導

重野七郎

山田方雄

花井豊臣

藤井重容

三浦恭満



最
後
に
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
神
社
の
動
向
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
教
導
職
期
に
お
け
る
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社

の
活
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
教
化
活
動
で
あ
る
、
説
教
活
動
と
教
会
講
社
の
活
動
と
を
比
較
し
た
場
合
、
教
会
講
社
（
膜
教
会
講
中
の

結
成
）
を
介
し
た
教
化
活
動
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
地
域
の
人
々
を
涙
教
会
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
「
三
条
の
教
則
」
基

づ
く
講
義
に
よ
る
教
化
活
動
で
あ
る
一
方
で
、
一
義
的
に
は
、
教
本
に
見
ら
れ
た
教
義
内
容
や
実
践
方
法
か
ら
大
宮
氷
川
神
社
や
周
辺

神
社
へ
の
信
仰
を
振
起
さ
せ
る
た
め
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る
。
そ
の
よ
う
な
活
動
の
背
景
に
は
、
明
治
初
年
の
神
社
制
度
に
よ
る
、
大

宮
氷
川
神
社
へ
の
説
教
参
加
者
数
か
ら
推
察
し
う
る
信
仰
の
減
少
や
、
そ
れ
以
下
の
郷
村
社
の
存
在
自
体
が
「
人
民
ノ
信
仰
」
如
何
で

左
右
さ
れ
る
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ま
ず
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社
の
神
職
た
ち
は
、
「
仲

間
一
統
」
と
な
っ
て
郷
村
社
の
維
持
・
運
営
方
法
を
協
議
す
る
と
と
も
に
、
大
宮
氷
川
神
社
と
郷
村
社
と
の
連
関
し
た
組
織
的
な
活
動

間
一
統
」
と
な
っ
て
郷
村
越

基
盤
を
設
け
る
に
い
た
る
。

教
導
職
活
動
の
停
止
後
に
お
け
る
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社
の
活
動
は
、
皇
太
神
宮
大
麻
の
配
札
活
動
が
中
心
と
な
り
、
埼
玉
県

（
蛇
）

下
の
大
麻
頒
布
事
務
所
は
西
角
井
家
内
に
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
大
麻
頒
布
活
動
は
、
【
史
料
一
九
一
傍
線
部
の
よ
う
な
神
社
へ
の
信
仰

を
振
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
活
動
で
あ
り
、
教
導
職
期
と
同
様
に
大
宮
氷
川
神
社
と
郷
村
社
の
祠
官
・
祠
掌
達
と
の
連
関
し
た
活
動

（
縄
）

で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
れ
は
、
教
導
職
期
の
大
社
と
郷
村
社
の
連
関
し
た
活
動
が
そ
の
後
に
活
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
し
よ
、
つ
◎

そ
の
よ
う
な
連
関
し
た
動
き
は
、
教
導
職
期
の
活
動
に
も
発
揮
さ
れ
、
樮
教
会
の
入
会
促
進
に
は
、
大
宮
氷
川
神
社
だ
け
で
な
く
、

お
わ
り
に

90



教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に－

郷
村
社
の
祠
掌
た
ち
に
よ
る
涙
教
会
の
結
成
・
拡
大
が
行
わ
れ
た
。
郷
村
社
の
祠
掌
達
が
積
極
的
に
活
動
し
た
要
因
に
は
、
涙
教
の
講

を
結
成
さ
せ
る
こ
と
で
地
域
の
人
々
を
郷
村
社
へ
集
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
郷
村
社
の
維
持
・
運
営
の
助
成

に
繋
が
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
郷
村
社
の
祠
掌
達
は
積
極
的
に
樮
教
の
拡
大
活
動
に
動
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
教
導
職
期
の
活
動
は
、

教
会
講
社
を
介
し
た
国
民
教
化
活
動
で
あ
り
、
神
道
界
の
勢
力
拡
大
と
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
を
具
体
的
に
見
て
み
る
と
、

教
会
講
社
を
拡
大
さ
せ
る
意
味
に
は
、
国
民
教
化
と
と
も
に
ま
ず
は
神
社
と
地
域
の
人
々
と
を
結
び
つ
け
る
と
い
っ
た
存
続
に
か
ら
む

現
実
的
な
課
題
へ
の
対
応
が
そ
の
目
的
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
拡
大
活
動
の
結
果
と
し
て
、
神
道
界
の
勢
力
拡
大
へ
と

結
実
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
教
導
職
期
に
お
け
る
大
宮
氷
川
神
社
と
周
辺
神
社
の
活
動
は
、
大
社
か
ら
郷
村
社
が
組
織
的
に
連
関
し
、
教
化
活
動
を
通
じ

（
帆
〉

て
神
社
を
存
続
さ
せ
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

註（
１
）
安
丸
良
夫
（
「
文
明
化
の
経
験
ｌ
近
代
転
換
期
の
日
本
」
二
○
○
七
年
岩
波
書
店
二
一
七
頁
）
。
そ
の
他
に
も
、
中
島
三
千
男
氏
は
、
「
大
教
宣
布
運

動
の
進
展
、
教
会
講
社
の
活
動
の
進
展
は
、
必
ず
し
も
政
府
や
復
古
神
道
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
意
図
し
た
教
化
政
策
の
貫
徹
を
意
味
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
（
中
略
）
当
の
国
学
者
・
神
官
に
あ
っ
て
は
財
源
的
に
も
、
ま
た
組
織
の
獲
得
と
い
う
点
か
ら
も
、
教
会
・
講
社
の
結
集
を
図
っ
て
い
っ

た
。
」
と
し
、
教
導
職
期
の
神
社
の
活
動
が
国
民
教
化
の
過
程
で
は
な
く
、
自
己
の
勢
力
拡
大
過
程
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
「
大
教

宣
布
運
動
と
祭
神
論
争
ｌ
国
家
神
道
体
制
の
確
立
と
近
代
天
皇
制
国
家
の
支
配
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ｌ
」
「
日
本
史
研
究
」
第
一
二
六
号
五
一
頁
）
。
神
社

の
教
導
職
活
動
の
過
程
を
追
っ
た
研
究
に
は
、
説
教
活
動
を
追
っ
た
藤
井
貞
文
「
静
岡
・
浜
松
県
下
に
お
け
る
教
導
職
の
活
動
（
上
）
」
（
「
神
道
学
」

第
七
五
号
）
、
同
氏
「
静
岡
・
浜
松
両
県
下
に
お
け
る
教
導
職
の
活
動
（
下
）
」
（
「
神
道
学
」
第
七
六
号
）
や
、
出
雲
大
社
の
動
向
を
追
っ
た
同
氏

「
島
根
県
下
に
於
け
る
教
導
職
の
活
動
」
（
「
神
道
学
」
第
一
二
号
）
「
島
根
県
下
に
於
け
る
教
導
職
の
活
動
続
」
（
「
神
道
学
」
第
百
十
二
号
）
な
ど
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（
２
）
阪
本
是
丸
「
国
家
神
道
形
成
過
程
の
研
究
」
（
一
九
九
四
年
岩
波
書
店
）
、
他
に
も
、
神
社
新
報
政
教
研
究
室
「
増
補
改
訂
近
代
神
社
神
道
史
」

（
一
九
九
一
年
神
社
新
報
社
）
な
ど
。

（
３
）
森
悟
郎
（
『
八
久
伊
豆
神
社
小
教
院
叢
七
Ｖ
言
説
・
儀
礼
・
参
詣
’
八
場
Ｖ
と
八
い
と
な
み
Ｖ
の
神
道
研
究
‐
坐
（
弘
文
堂
二
○
○
九
年
二
四
一
頁
）

（
４
）
近
世
期
の
大
宮
氷
川
神
社
研
究
に
関
し
て
は
、
靭
矢
嘉
史
氏
が
神
職
の
身
分
意
識
を
検
討
し
た
「
近
世
神
主
と
幕
府
権
威
ｌ
寺
社
奉
行
所
席
次
向

上
活
動
を
例
に
」
（
歴
史
学
研
究
八
○
三
号
一
’
一
六
頁
）
や
、
「
幕
末
維
新
期
に
お
け
る
神
主
の
「
支
配
」
認
識
ｌ
「
寺
社
奉
行
直
支
配
」
意
識
に

着
目
し
て
ｌ
」
（
「
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
」
四
九
輯
四
一
’
五
二
頁
）
、
「
近
世
神
主
の
江
戸
城
年
頭
独
令
ｌ
大
宮
氷
川
神
社
・
府
中

六
所
宮
を
事
例
に
ｌ
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
５
）
「
大
宮
市
史
」
第
三
巻
中
二
四
’
四
九
頁
。

（
６
）
「
大
宮
市
史
」
第
三
巻
中
四
五
頁
。

（
７
）
埼
玉
県
立
文
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
蔵
資
料
西
角
井
家
文
書
九
八
六
六
元
治
元
年
七
月
御
家
名
〔
永
続
講
積
〕
金
規
定
御
連
名
帳
。

（
８
）
近
代
以
降
の
氷
川
神
社
研
究
は
神
仏
分
離
期
に
お
け
る
氷
川
神
社
の
動
向
を
検
討
し
た
、
井
上
麻
衣
子
氏
「
神
社
に
お
け
る
神
仏
分
離
ｌ
武
蔵
国
一

ノ
宮
大
宮
氷
川
神
社
を
事
例
に
ｌ
」
の
み
で
あ
る
二
史
艸
」
四
八
号
四
七
’
六
九
頁
）
。

（
９
）
「
年
中
諸
用
日
記
」
明
治
四
年
三
月
一
五
日
（
「
大
宮
市
史
資
料
編
」
三
二
七
三
頁
）
。

（
皿
）
「
年
中
諸
用
日
記
」
明
治
五
年
六
月
一
五
日
（
「
大
宮
市
史
資
料
編
」
三
六
五
○
頁
）
。

（
ｕ
）
「
年
中
諸
用
日
記
」
明
治
六
年
三
月
十
五
日
（
「
大
宮
市
史
資
料
編
」
三
四
三
九
頁
）
。

（
吃
）
大
宮
氷
川
神
社
で
は
、
近
世
期
ま
で
三
神
主
家
で
年
番
制
で
取
り
仕
切
っ
て
い
た
神
主
職
に
祭
礼
や
神
社
の
運
営
権
が
あ
っ
た
。
そ
の
神
主
に
代
わ

る
大
宮
司
が
精
選
補
任
き
れ
た
人
物
に
が
就
い
た
事
に
よ
る
影
響
は
、
少
な
か
ら
ず
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
れ
の
み
に
お
い
て
神
社
へ
の
参
加
者
・

参
詣
者
の
減
少
の
要
因
づ
け
る
事
は
出
来
な
い
。
近
世
期
と
明
治
期
に
お
い
て
の
祭
礼
の
変
化
や
、
神
社
内
部
の
変
動
へ
の
旧
神
主
家
の
動
向
な
ど

を
追
う
必
要
も
あ
る
が
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
喝
）
明
治
四
年
五
月
一
四
日
太
政
官
布
告
。

（
Ｍ
）
明
治
六
年
五
月
一
五
日
太
政
官
布
告
第
飢
号
。

（
巧
）
こ
の
当
時
の
官
国
幣
社
以
下
府
県
郷
社
の
官
費
廃
止
に
つ
い
て
、
阪
本
氏
は
「
（
筆
者
註
ｌ
明
治
）
四
年
五
月
の
「
神
社
改
正
規
則
」
に
い
う
国
幣
社

が
挙
げ
ら
れ
る
。
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教導職期における神社の活動一大宮氷川神社と周辺神社の活動を中心に－

と
は
、
府
藩
県
制
度
の
存
続
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
府
藩
県
（
特
に
藩
）
の
責
任
に
よ
っ
て
主
に
経
済
的
に
維
持
さ
る
べ
き
神
社
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
（
中
略
）
だ
が
、
こ
れ
は
国
家
の
財
政
事
悩
か
ら
い
っ
て
も
、
ま
た
廃
藩
に
よ
る
神
社
の
維
持
主
体
の
変
化
か
ら
い
っ
て
も
到
底
大
蔵
省
の

容
認
で
き
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
廃
止
に
至
る
経
緯
を
述
べ
て
い
る
（
坂
本
氏
前
掲
箸
七
三
頁
）
。

（
恥
）
明
治
五
年
二
月
二
五
日
太
政
官
布
告
第
五
八
号
。

（
〃
）
明
治
六
年
二
月
二
二
日
太
政
官
布
告
第
六
七
号
。

（
焔
）
も
っ
と
も
、
府
県
社
神
官
に
つ
い
て
も
明
治
六
年
七
月
三
一
日
達
に
よ
っ
て
「
月
給
ヲ
廃
シ
自
今
郷
村
社
同
様
人
民
ノ
信
仰
帰
依
二
任
七
給
与
致
サ

ル
可
シ
」
と
府
県
社
神
官
の
給
与
も
官
費
支
給
が
廃
止
さ
れ
る
。

（
四
）
埼
玉
県
立
文
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
蔵
資
料
西
角
井
家
文
響
一
三
二
一
（
明
治
六
年
）
〔
徴
兵
調
・
社
務
所
分
課
外
綴
〕
。

（
釦
）
註
８
前
掲
井
上
氏
論
稿
で
は
、
神
仏
分
離
期
に
お
い
て
も
大
宮
氷
川
神
社
が
各
地
神
社
の
取
調
掛
に
な
っ
て
い
た
こ
と
や
、
各
神
社
へ
の
神
拝
式
授

与
な
ど
地
域
神
社
の
指
導
的
存
在
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

（
皿
）
近
世
期
に
は
幕
臣
で
外
国
奉
行
な
ど
も
勤
め
た
人
物
。
明
治
期
に
入
る
と
神
道
へ
の
転
身
を
図
り
、
明
治
十
二
年
に
は
各
地
に
点
在
す
る
宗
教
の
譲

教
・
淘
宮
教
・
天
学
教
・
連
門
教
・
御
岳
教
な
ど
を
ま
と
め
て
、
教
派
神
道
の
一
派
で
あ
る
大
成
教
を
創
始
す
る
。
（
井
上
順
孝
「
教
派
神
道
の
形

成
」
弘
文
堂
一
九
九
一
年
）
ま
た
、
井
上
氏
は
平
山
省
斎
の
氷
川
神
社
大
宮
司
着
任
に
関
し
、
「
こ
の
年
（
明
治
六
年
ｌ
報
告
者
註
）
に
は
鴻
雪
爪
が

琴
平
神
社
祠
官
と
な
り
、
宍
野
半
は
浅
間
神
社
宮
司
に
な
る
な
ど
有
力
な
神
道
家
達
が
各
地
の
神
社
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
、
大
教

院
の
経
済
的
基
盤
を
し
っ
か
り
し
た
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
（
井
上
前
掲
書
三
一
七
頁
）
。

（
躯
）
「
大
宮
市
史
」
第
三
巻
中
資
料
解
説
一
九
頁
。

（
羽
）
「
大
宮
市
史
」
第
三
巻
中
資
料
解
説
二
一
頁
～
二
二
頁
。
資
料
解
説
に
お
い
て
も
氷
川
神
社
に
誤
教
が
参
拝
し
た
事
実
が
触
れ
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

（
鯉
）
東
宮
千
別
は
、
天
保
二
年
に
井
上
正
鉄
が
創
始
し
た
漂
教
の
弟
子
。
井
上
正
鉄
の
死
去
後
、
同
弟
子
で
あ
っ
た
坂
田
鉄
安
と
別
れ
、
東
宮
は
漂
教

吐
菩
加
美
識
と
名
称
を
変
え
継
ぎ
、
明
治
一
二
年
に
は
、
平
山
省
斎
の
創
始
し
た
大
成
教
に
所
属
す
る
事
と
な
る
。
一
方
、
坂
田
鉄
安
は
惟
神
教
会

旗
教
と
名
称
を
変
え
継
い
で
い
く
事
と
な
る
（
井
上
前
掲
書
）
。

（
妬
）
田
中
義
能
「
神
道
十
三
派
の
研
究
」
下
巻
（
昭
和
六
二
年
第
一
普
房
）
。

（
妬
）
田
中
義
能
「
神
道
十
三
派
の

（
妬
）
前
掲
安
丸
氏
著
五
三
三
頁
。
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（
蛇
）
註
牡
に
同
じ
。

（
鯛
）
註
似
に
同
じ
。
他
に
も
埼
玉
県
立
文
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
蔵
資
料
西
角
井
家
文
書
八
四
六
九
明
治
一
七
年
「
神
宮
大
麻
頒
布
員
」
な
ど
。

（
“
）
近
年
で
は
国
家
神
道
の
確
立
と
し
て
、
畔
上
直
樹
氏
が
「
「
村
の
鎮
守
」
と
戦
前
日
本
ｌ
「
国
家
神
道
」
の
地
域
社
会
史
‐
坐
（
二
○
○
九
年
有
志

舎
）
に
お
い
て
、
大
正
期
に
お
け
る
村
の
鎮
守
の
活
性
化
に
伴
い
、
神
社
と
地
域
が
密
接
に
な
っ
て
い
く
姿
を
描
か
れ
て
い
る
。
大
正
期
に
そ
の
よ

う
な
活
動
が
可
能
と
な
る
前
提
と
し
て
、
今
回
検
討
し
た
様
な
明
治
期
の
活
動
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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註
記
に
同
じ
。

埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
行
政
文
書
明
三
七
社
寺
戸
籍
部
明
治
一
三
年
七
○
「
氷
川
神
社
社
殿
造
営
ノ
件
宮
内
卿
へ
進
達
」
。

埼
玉
県
立
文
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
蔵
史
料
西
角
井
家
文
書
五
六
六
四
明
治
一
三
年
「
大
成
教
会
教
費
録
」
や
同
家
文
瞥
五
四
三
八
明
治

一
四
年
～
二
○
年
「
大
成
教
会
加
入
願
」
な
ど
。

埼
玉
県
立
文
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
蔵
資
料
西
角
井
家
文
書
八
五
一
五
明
治
一
五
年
一
○
月
～
一
七
年
一
二
月
〔
皇
大
神
宮
大
麻
頒
布
関
係

註
”
に
同
じ
。

「
年
中
諸
用
日
記
」
明
治
八
年
七
月
二
一
日
（
「
大
宮
市
史
資
料
編
」
三
六
○
五
頁
）
。

「
年
中
諸
用
日
記
」
明
治
九
年
五
月
五
日
（
「
大
宮
市
史
資
料
編
」
三
六
○
五
頁
）
。

埼
玉
県
立
文
番
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
蔵
資
料
西
角
井
家
文
瞥
一
四
一
五
明
治
九
年
二
月
「
氷
川
講
社
規
約
」
。

実
際
に
、
「
涙
教
会
結
社
規
約
」
が
「
氷
川
講
社
結
成
規
約
」
と
し
て
そ
の
後
利
用
さ
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
が
、

膜
教
会
の
講
中
を
大
宮
氷
川
神
社
の
講
中
と
し
て
、
転
じ
設
け
よ
う
と
し
て
い
た
大
宮
氷
川
神
社
側
の
意
図
は
く
み
取
る
事
が
出
来
る
。

「
年
中
諸
用
日
記
」
明
治
八
年
一
月
八
日
（
「
大
宮
市
史
資
料
編
」
三
五
七
五
頁
）
。

「
年
中
諸
用
日
記
」
明
治
九
年
三
月
一
四
日
（
「
大
宮
市
史
資
料
編
」
三
六
三
○
頁
）
。

埼
玉
県
立
文
書
館
所
蔵
行
政
文
書
明
三
七
社
寺
戸
籍
部
明
治
一
○
年
「
氷
川
神
社
再
建
ノ
件
内
務
卿
へ
内
申
」
。

註
調
に
同
じ
。

書
類
綴
〕
。

埼
玉
県
立
文
書
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
収
蔵
資
料
東
角
井
家
文
瞥
一
六
六
八
明
治
七
年
一
○
月
「
譲
事
神
伝
式
」
。

註
訂
に
同
じ
。
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